
第30回
やしお市民まつり開催
　市内最大のイベント「やしお市民まつり」を開催します。ご家族、ご友人をお誘い合
わせのうえ、ぜひお越しください。なお、当日は一部交通規制を実施します。詳しくは、
市ホームページまたは２次元コードからチラシをご覧ください（市役所、市内公共施設で
も配布）。 問第３０回やしお市民まつり実行委員会事務局（市民協働推進課内）☎線３２８
場①市役所周辺②けやき通り
内①物産展示即売会、模擬店、キャラクターショーなど②流し踊り（飛び入り参加可）、ハロウィン
をテーマとしたパレード、キッチンカーなど

オープニングパレード

ハッピーこまちゃんPRコーナー

ハッピー
こまちゃんとの
触れ合いや
写真撮影が
できます！

　参加を希望する方は、午前１０時３０
分に埼玉縣信用金庫八潮支店前にお
集まりください（先着１００人程度）。

ハロウィンパレード
参加者募集

日１０月２６日㈯　午前９時～午後３時
場文化スポーツセンター相撲場
（雨天時は中止）

わんぱく相撲大会

掲載している写真は、第２９回やしお市民まつりで撮影したものです。

「八潮市健康まつり」を同日開催します。
詳しくは２面をご覧ください。

やしお市民まつり開催に伴う注意事項

市民課日曜窓口は終日休止します
　マイナンバーカードをお持ちの方は、コンビニエンススト
アで住民票の写しなどの証明書が取得できます。

問市民課☎線２１０

休日診療所（保健センター内）は予約が必要です
　周辺道路に一部交通規制があります。当日受診する場合は、必
ず休日診療所（☎９９５－３３８３）へ連絡してからお越しください。

問保健センター☎９９５－３３８１

午前９時～
午後４時

※けやき通りは 
午後３時まで

１０月２７日（日）

チラシ
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● 今月の主な内容 ● ２面：第２２回八潮市健康まつり／３面：介護予防で元気アップ！／児童扶養手当制度の一部が改正

人口…93,400人（+29人）	 世帯…46,811世帯（＋39世帯）
男…48,411人（－2人）	 女…44,989人（+31人）

市の人口と世帯数（令和６年9月1日現在） 町会・自治会に加入しましょう！
やしお市民まつり開催です。
地域の皆さんで声を掛け合い、参加しましょう！

問市民協働推進課☎線４６５ ▶�加入申し込み
フォーム
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書類の配布　「保育のしおり」「学童保育のしおり」を次の場所で
配布します。また、市ホームページからもダウンロードできます。
・１０月１０日㈭・１１日㈮　午前９時～午後５時
市役所３階大会議室
・１０月１５日㈫以降　午前８時３０分～午後５時１５分
市役所２階保育課

申し込み受付期間　１１月１４日㈭～１８日㈪　午前９時３０分～午後５時
※例年、初日は大変混み合いますが、施設への入所決定は、受付
順ではありません。
場やしお生涯楽習館展示コーナーおよび多目的ホール
※やしお生涯楽習館へのお問い合わせはご遠慮ください。

【注意事項】
・同一世帯内の児童の保育料などを滞納している場合は、保育施
設および学童保育所の入所選考時に選考基準点から減点します。
申し込み受付期間までに納入してください。
・特別な配慮を必要とする児童（医療的ケア、障がいなど）は、
１０月３１日までに保育課に相談（これまでに相談した方も含む）を
お願いします。

　令和７年４月の保育所・認定こども園・小規模保育施設・学童保育
所（公設公営分）の申し込みを受け付けます。詳しくは、「保育の
しおり」「学童保育のしおり」をご覧ください。

対生後５７日または６カ月から就学前までの乳幼児
入所基準　児童の保護者、同居の親族およびその他の方が、就労や
疾病などにより、児童を保育することができないと認められる場合
必要書類　▼申請書▼保育の必要性を証明する書類（就労証明書、
医師の診断書など）▼個人番号（マイナンバー）申告書　
※１歳児クラス以上の入所希望児童については、申請時に面接を行
いますので、児童同伴で母子健康手帳をお持ちください。０歳児ク
ラスの面接は、申請時には行いません。
※令和６年度の入所申し込みを行い、入所保留となっている方も、
新たに入所の手続きが必要です。
※認定こども園しおどめの森（☎９９６－３２６８）の満３歳以上の幼稚
園教育を希望する場合（１号認定）は、施設での手続きとなります。

対小学校に在籍する児童
入所基準　児童の保護者、同居の親族およびその他の方が、就労や
疾病などにより、児童を保育することができないと認められる場合
必要書類　▼入所申請書▼児童家庭調査書▼保育の必要性を証明す
る書類（就労証明書、医師の診断書など）　
※現在、学童保育所に入所中で令和７年４月以降も学童保育所へ入所
を希望する方も、改めて手続きが必要です。
※公設民営・民設民営学童保育所は、各施設での手続
きとなりますので、施設へお問い合わせください。
※申し込みできる学童保育所は、１カ所のみです。

保育所・認定こども園・小規模保育施設・
学童保育所の新規受付を開始します

保育所・認定こども園・小規模保育施設

～今年度、まだがん検診を受けていない方へ～

　市の検診は、自費で検診を受けるよりもお得に受診できます。
　また、今年度より胃・肺・乳がん・骨粗しょう症検診（集団検診）
は同日受診が可能になり、日曜日
も受診日があります。検診内容や
申し込み方法など詳しくは、１０面
「各種検（健）診のお知らせ」また
は市ホームページをご覧になるか、
お問い合わせください。

１０月はピンクリボン月間

　１０月は、乳がんの正しい知識の啓発や乳がん検診の早期受診の推
進を目的とした啓発活動が世界中で行われています。女性の９人に１
人が罹

り

患
かん

する乳がんですが、早期発見・早期治療により治療成果も
高いため、ご自身でのセルフチェックと定期検診が
重要です。
　保健センターでは１０月３１日まで、乳がんや乳がん
検診、セルフチェック方法についての啓発活動を行
っています。ぜひお立ち寄りください。

「がん検診」は、症状のない元気な時に受けることが大切です。
また、早期発見のためには定期的な受診が重要になるため、あなた
の暮らしの習慣に「がん検診」を取り入れましょう。

問保健センター☎９９５－３３８１

日１０月２７日㈰　午前１０時～午後３時
場保健センター２階（サークル広場から入場）
内健康スタンプラリー、親子ふれあい広場、歯の健康チェック、
お薬の相談会、八潮の小松菜を食べよう、見てみよう体験して
みよう介護予防、こころの健康、食中毒予防、感染症予防、健
康チェック、骨の健康チェック、野菜の摂取量チェックなど

※当日はやしお市民まつり開催のため、周辺道路の交通規
制があり車両の進入ができません。また、駐車場の利用が
できませんので、公共交通機関をご利用ください。

第２２回八潮市
健康まつり

　健やかで、生きがいを持ち、心豊かな生活を送るためには、市民の皆さん一人ひと
りが自分の健康状態を知り、自分に合った健康づくりに取り組むことが必要です。健
康まつりに参加し、もう一度、健康の大切さについて考え、生活習慣を見直しましょ
う。皆さんのご来場をお待ちしています。 問保健センター☎９９５－３３８１

問保育課☎線３１４

学童保育所（公設公営）

５年ぶりに
開催

▲健康チェック

▼�小松菜を食べよう（試食）

会場案内図など詳しくは、市ホームページをご
覧ください。 第22回八潮市

健康まつり

がん検診を定期的に受けましょう
「がん検診　あなたの暮らしの　習慣に」
（公財）日本対がん協会　２０２４年度がん征圧スローガン
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❶おいしく食べよう栄養教室
日１１月２０日㈬、１２月１６日㈪、令
和７年１月２３日㈭、２月１３日㈭、３
月１０日㈪　午前１０時～午後０時
３０分
場保健センター栄養指導室
定各２０人（申込順）

❷俺の料理教室
日１１月１１日㈪、令和７年３月２４日
㈪　午前１０時～午後０時３０分
場保健センター栄養指導室
定各１５人（申込順）

❸オーラルフレイル予防教室
日１２月２５日㈬、令和７年３月２４日
㈪　午後１時３０分～３時
場市役所多目的室
定各１５人（申込順）

❹フレイル予防教室
日１１月８日～１２月２７日（原則毎
週金曜日・全７回）　
午後１時３０分～３時
場市役所多目的室
定２０人（申込順）

❺俺の体操教室
日１１月２５日～令和７年３月１７日
（原則毎週月曜日・全１４回）　
午前１０時～１１時３０分
場市役所多目的室
定２５人

❻介護予防体操教室
日１１月５日～令和７年３月１１日
（原則毎週火曜日・全１４回）
⑴午前１０時～１１時３０分
⑵午後１時～２時３０分
⑶午後３時～４時３０分
場市役所多目的室
定⑴～⑶各２５人

❼ころばん介護予防教室
日１１月２９日～令和７年３月２１日
（原則毎週金曜日・全１４回）　
午前１０時～１１時３０分
場八潮メセナ・アネックス
定２０人

❽若返るぞ！シニア体操教室
●エイトアリーナ　
日１１月１３日～令和７年３月１２日
（原則毎週月曜日または水曜日
・全１４回）　午前１０時～１１時３０分
定１００人
●コミュニティーセンター
日１１月１９日～令和７年３月１８日
（原則毎週火曜日・全１４回）　
午前１０時～１１時３０分
定３０人
●ゆまにて　
日１１月１３日～令和７年３月１２日
（原則毎週水曜日・全１４回）　
午後１時３０分～３時
定４０人

●りらーと八幡公民館　
日１１月１５日～令和７年３月１４日
（原則毎週金曜日・全１４回）
⑴午前１０時～１１時３０分
⑵午後１時３０分～３時
定⑴⑵各４０人

●りらーと八條公民館　
日１１月７日～令和７年３月６日
（原則毎週木曜日・全１４回）　
午前１０時～１１時３０分
定５０人
●八潮メセナ・アネックス　
日１１月２７日～令和７年３月１９日
（原則毎週水曜日・全１４回）
⑴午前１０時～１１時３０分
⑵午後１時３０分～３時
定⑴⑵各６０人
●資料館
日１１月１９日～令和７年３月１８日
（原則毎週火曜日・全１４回）
⑴午後１時３０分～３時
⑵午後３時１５分～４時４５分
定⑴⑵各３０人
●古新田公民館（古新田１０５７）
日１１月２８日～令和７年３月２７日
（原則毎週木曜日・全１４回）　
午後１時３０分～３時
定１５人
●浮塚公民館（浮塚２９９）
日１１月２５日～令和７年３月１７日
（原則毎週月曜日・全１４回）　
午後１時３０分～３時
定２０人

介護予防で元気アップ！介護予防で元気アップ！
　元気なうちから介護予防に取り組み、いつまでもいきいきとした健康長寿を
目指しましょう。詳しい日程については、チラシ（長寿介護課、保健センター
または市ホームページで入手）をご覧ください。 問長寿介護課☎線８４９

―共通―
対市内在住で６５歳以上の方（②⑤は男性、⑦は女性）
内①②管理栄養士による講話や調理実習③歯科衛生士による歯磨き
の指導、口

こう

腔
くう

機能低下を予防するお口の体操④専門の指導員による
フレイルや認知症予防のトレーニング⑤～⑧専門の指導員による運
動の実技指導や自宅でできる運動紹介、運動継続のアドバイス

費①②５００円（食材料費）③～⑧無料
申①～④１０月１５日から、電話で長寿介護課へ
⑤～⑧１０月１８日（消印有効）までに、往復はがきを長寿介護課へ
▼往信裏面＝氏名（ふりがな必須）、郵便番号と住所、生年月日、
電話番号、希望する会場と時間（第３希望まで記入）
※⑤～⑧申し込み多数の場合、抽選。複数事業の申込不可。

全部支給となる所得限度額
（受給資格者本人の前年所得）

一部支給となる所得限度額
（受給資格者本人の前年所得）

扶養人数 改正前 改正後 改正前 改正後
０人  ４９万円  69万円 １９２万円 208万円
１人  ８７万円 107万円 ２３０万円 246万円
２人 １２５万円 145万円 ２６８万円 284万円
３人 １６３万円 183万円 ３０６万円 322万円

※４人目以降は、１人につき３８万円を加算

●所得限度額の引き上げ
　児童扶養手当の支給の判定基準となる所得限度額を下表のと
おり引き上げます。

第3子以降の加算額
改正前 改正後

全部支給 ６,４５０円 10,750円
一部支給 ６,４４０円～３,２３０円 10,740円～5,380円

●第３子以降の加算額の引き上げ
　第３子以降の加算額が下表のとおり引き上げられ、第２子の加
算額と同額になります。

児童扶養手当制度の一部が改正
　令和６年１１月から児童扶養手当法等の一部が改正され、所得
限度額と第３子以降の加算額が引き上げられます。

問子育て支援課☎線２０９

　令和６年１１月分の手当（令和７年１月支給分）から所得限度
額および加算額の引き上げが適用されます。

日１０月１５日㈫（予定）～令和７年３月３１日㈪（土・日曜日、祝日、年
末年始を除く）　午前８時３０分～午後５時
場市役所１階６・７番窓口付近
内健康保険証利用申し込み、公金受取口座の登録
持マイナンバーカード（健康保険証は不要）、数字４桁の暗証番号（マ
イナンバーカードの申請時または受取時にご自身で設定した数字）、
本人名義の金融機関名・支店名・口座番号がわかるもの（公金受取
口座登録を希望する方のみ）

マイナンバーカードのマイナンバーカードの保険証利用等保険証利用等
支援窓口を開設します支援窓口を開設します

　マイナンバーカードを健康保険証として利用するための申し込み
や、公金受取口座の登録などに関する支援窓口を開設します。ぜひ
ご利用ください。 問情報政策課☎線３１０

　マイナンバーカードの取得支援も行います。本人確認書類、２
次元コード付き交付申請書またはマイナンバーがわかるもの（お
持ちの方のみ）を用意して、窓口にお越しください。

９
障がい
福祉課

８
長寿
介護課

７
国保
年金課

６
市民課
届出
窓口

５
市民課
証明
窓口

売店 多目的
スペース

４

西側
出入口

▼

マイナンバー
カード
手続窓口

総合案内窓口開設場所



八潮市役所　☎996-2111　市外局番は（048）です
日日時・期間　 場場所　 対対象　 内内容　 持持ち物　 定定員　 費費用　 申申し込み　 問問い合わせ

広報（4） No.887 令和６年（２０２4年）1０月1０日

〈一般会計および特別会計決算額〉� （単位：円）

区分 予算現額 収入済額
支出済額

一 般 46,981,808,254 45,842,832,255�
43,143,696,244�

国 民 健 康 保 険 8,479,918,000� 8,279,500,422�
8,094,915,270�

稲 荷 伊 草 第 二
土地区画整理事業 34,443,000� 29,758,581�

15,020,216�
鶴 ケ 曽 根・二 丁 目
土地区画整理事業 254,647,000� 241,447,727�

175,948,928�
大 瀬 古 新 田
土地区画整理事業 751,766,000� 683,200,204�

494,712,091�
西 袋 上 馬 場
土地区画整理事業 984,332,000� 817,118,362�

680,157,242�
八潮南部東一体型特
定土地区画整理事業 1,627,891,000� 1,435,830,643�

1,203,570,430�

介 護 保 険 6,262,438,000� 5,914,909,350�
5,763,879,191�

後 期 高 齢 者 医 療 1,267,191,000� 1,219,653,490�
1,194,321,683�

〈上水道事業会計決算額〉� （単位：円）
区分 予算額 決算額

収 益 的 収 入 2,198,723,000� 2,182,199,692�
収 益 的 支 出 1,972,053,000� 1,776,289,419�
資 本 的 収 入 908,205,000� 761,140,740�
資 本 的 支 出 1,992,324,000� 1,519,895,206�

〈公共下水道事業会計決算額〉� （単位：円）
区分 予算額 決算額

収 益 的 収 入 2,980,699,000� 2,892,670,641�
収 益 的 支 出 2,659,482,000� 2,541,645,523�
資 本 的 収 入 3,114,863,480� 2,587,275,527�
資 本 的 支 出 4,045,076,700� 3,008,213,337�

●公共下水道事業会計
　収益的収入は、主に下水道使用料による収入です。収益的支出で
は、各家庭などからの排水の処理や、下水道施設の維持管理などを
行いました。
　資本的収入は、下水道施設の新設などの財源となる、国庫補助金
や企業債などです。資本的支出では、下水道施設の新設や改築・更
新などを行いました。

令和5年度 会計別決算 　令和６年第３回市議会定例会で、令和５年度一般会計および特別会計、上水道事
業会計、公共下水道事業会計の決算が承認されましたので、お知らせします。

問一般・特別会計＝会計課☎線２０１、上水道事業会計＝経営課☎線４１８、公共下水道事業会計＝下水道課☎線３４５

●一般会計および特別会計
　令和5年度においては、「第5次八潮市総合計画」の「共生・協働」
と「安全・安心」のまちづくりを基本理念とし、「住みやすさナン
バー1のまち　八潮」を実現するとともに、「先端『健康』都市やし
お」を目指し、予算を有効かつ効率的に執行しました。

●上水道事業会計
　収益的収入は、主に水道料金による収入です。収益的支出では、
県水の購入や水道施設の維持管理などを行いました。
　資本的収入は、主に水道を引く際に納めていただいた分担金です。
資本的支出では、新しい配水管の埋設や水道施設の設備更新などを
行いました。

　市の比率はいずれも、法令で定められている早期健全化基準（財政再
生基準）、経営健全化基準を下回っており、健全な財政を維持しています。
詳しくは、市ホームページをご覧ください。

○健全化判断比率
比率名 説　　明 算定結果

実質赤字比率 一般会計などの赤字の大きさを表します 赤字なし

連結実質赤字比率 市全体の赤字の大きさを表します 赤字なし

実質公債費比率 市債（借入金）の返済額の大きさを表します 7.4%

将来負担比率 市債（借入金）の残高など、今後支払わなければならない負債の大きさを表します 53.5%

○資金不足比率	
区　　分 算定結果

上水道事業

資金不足なし

公共下水道事業
稲荷伊草第二土地区画整理事業
鶴ケ曽根・二丁目土地区画整理事業
大瀬古新田土地区画整理事業
西袋上馬場土地区画整理事業
八潮南部東一体型特定土地区画整理事業

教育文化・コミュニティ～学びとつながりを大切にするまち～
・�7月20日から7日間、諸外国の歴史や文化についての理解を深める
ため、市内中学生18人をオーストラリアのケアンズへ派遣

・�8月3日に、市と包括連携協定を結ぶ国士館大学において、市内小
中学生が防災の知識や救急救命の重要性について学ぶため、「八
潮こども防災マイスター育成プロジェクト」を実施

健康福祉・子育て～誰もがいきいきと暮らせるまち～
・�6月28日から、「物価高騰対応重点支援給付金」（1世帯10万円）に
ついて、対象世帯に確認書を発送。また、「定額減税補足給付金」
（調整給付）について、対象者にお知らせなどを発送
・�8月1日から、ひとり親家庭などの児童の進学に向け、「八潮市こ
どもの学習支援事業補助金」の受付を開始

防災・防犯・消防・救急～誰もが安全で安心して暮らせるまち～
・�夏の交通事故防止運動期間中の7月24日に、八潮駅周辺において、
交通安全の街頭啓発活動を実施

・�8月2日に、地区防災計画作成の一環として、「逃げ地図作成会」
を開催

産業経済・観光～地域の特性を活かしたにぎわいと活力のあるまち～
・�7月1日から、物価高騰の影響を受けた生活者や事業者を支援する
ため、「八潮市プレミアム付商品券事業」
を実施

・�8月23日に、やしお駅前公園および八潮
駅構内などにおいて、「八潮夜市2024　
八潮の夏だ！夜市だ！盆踊り大会だ！」
を開催

都市基盤・環境～快適でやすらぎと潤いのあるまち～
・�6月10日に、関係市区とともに、つくばエクスプレスの東京駅延
伸の早期実現について、要望書を提出

・�7月19日に、（仮称）外環八潮スマートＩＣおよび関連道路につい
て、埼玉県より都市計画事業の認可を取得

新公共経営～協働で経営する自主・自律のまち～
・�8月2日に日本生命保険（相）と、8月6日に東京ガス（株）と包括連携協

定を締結

市政の執行状況 　令和６年第３回市議会定例会が９月２日から２０日まで開催され、市長が開会初日に前定例会以降の市政の執行状況
の概要について報告しました（一部抜粋。全文については、市ホームページに記載）。

問財政課☎線４77

問企画経営課☎線８８５

令和5年度決算に基づく健全化判断比率等

八潮夜市２０２4
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■おはなしのへや  
　市内図書館では、子どもたちがゆったり
と本を読めるように、おはなしのへやを設
置しています。
　また、おはなしのへやでは、毎週幼児向け
のおはなし会を実施しています。参加を希望する場合は、上の
「おはなし会の日程」をご確認のうえ、図書館へお越しください。

■１１月の上映会の日程  
りらーと八幡 ▼一般向け＝９日㈯・２３日㈷　午後２時～
　　　　　　　▼児童向け＝１０日㈰・２４日㈰　午後２時～
りらーと八條 ▼一般向け＝２日㈯・１６日㈯　午後２時～
　　　　　　　▼児童向け＝２４日㈰　午前１０時～
※上映内容など詳しくは、図書館ホームページをご覧ください。

図図書館だより書館だより
　新しく入った図書の一部を紹介します。

■１１月の幼児向けおはなし会の日程  
りらーと八幡 毎週水曜日　午前１１時～１１時３０分
りらーと八條 毎週木曜日　午前１１時～１１時３０分

りらーと八幡おはなしのへや

■一般書  
「あなたを待ついくつもの部屋」
� 角

かく

田
た

光
みつ

代
よ

　著
「伯爵と三つの棺」
� 潮

しお

谷
たに

験
けん

　著

■児童書  
「トドにおとどけ」
� かのうかりん　絵
� 　大

おお

塚
つか

健
けん

太
た

　作
「にじ」�武

たけ

田
だ

康
やす

男
お

　監修・写真
� 小

こ

杉
すぎ

みのり　構成・文

　八潮市民文化祭を開催します。また、５０回目を記念したイベ
ントも行います。ぜひお越しください。

問りらーと八幡公民館☎９９５－６２１６
日１１月２日㈯・３日㈷　午前９時３０分～午後４時（３日は午後５時まで）
場八潮メセナ
内ステージの部：民謡・吟詠・歌謡・舞踊・ダンスなど
　展示の部：生け花・工芸・絵画・書道・短歌など

第５０回八潮市民文化祭

①書道パフォーマンス
日１１月２日㈯　午後１時～１時３０分

②アトラクション（ジャグリング）
日１１月３日㈷　午後１時４５分～２時１５分
出演　Ｊ

ジャグラー

ｕｇｇｌｅｒ�Ｌ
ラビー

ａｂｙさん（ジャグリング日本チャンピオン）
定５００人（当日先着順）

③スタンプラリー
日１１月２日㈯・３日㈷　午前１０時～
定各日２００人程度（当日先着順）※記念品あり

第５０回記念イベント

―共通―
場八潮メセナ①ロビー②ホール③展示会場（展示室・集会室
など）

子育て情報コーナー子育て情報コーナー月11 ※�掲載したイベントは、中止・変更になる場合があります。
詳しくは、各ひろばにお問い合わせください。

※�内容など、詳しくは市ホームページをご覧ください。

移動児童館移動児童館

子育てひろば ◦各ひろばへのご来場は公共交通機関をご利用ください。　
◦１１月の休館日：１日㈮・１４日㈭＝①、４日㉁＝①～⑤、５日㈫＝②

②はちじょう子育てひろば
☎９４９－６８８７

りらーと八條（公民館）
火～金曜日　午前１０時～午後３時
▼身体測定＝６日㈬・７日㈭　午前
１０時～（６日㈬は午後１時３０分～も
実施）▼子どもの発達相談＝１３日
㈬　午前１０時～▼タッチケア＝２２
日㈮　午前１０時～　定６組（要予
約）

⑤おおぜのもり子育てひろば
☎９５１－３２１６
みつもり保育園

月～金曜日　午前１０時３０分～午後３時３０分
▼身体測定＝２６日㈫・２７日㈬　午前１１時～、
午後１時～▼マラカスづくり＝６日㈬　午前
１０時３０分～　定１５組（当日先着順）▼栄養相
談＝２０日㈬　午前１１時～

⑥駅前子育てひろば
☎９５１－０２８５

やしお子育てほっとステーション
毎日　午前１０時～午後４時

▼身体測定＝１２日㈫～１４日㈭　午前１０時～、
午後２時３０分～▼お話し会＝６日・２０日・２７日
（各水曜日）　午前１１時～▼パネルシアター＝
２６日㈫　午前１１時～

③ゆまにて子育てひろば
☎０７０－３３５０－１２９７

ゆまにて
火～金曜日

午前１０時～午後３時
▼身体測定＝毎週金曜日　午前
１０時～▼保健センター講習＝７
日㈭　午前１１時～▼ボランティ
アお話し会＝１３日㈬　午前１１時
～

①やわた子育てひろば
☎０８０－２２４２－０２００

八潮幼稚園
月・火・木・金曜日
午前１０時～午後３時

▼保健センター講習＝８日㈮　
午前１１時～▼おもちゃづくり
＝１９日㈫　午前１０時３０分～、
午後１時３０分～　定２０組（当日
先着順）

④楽習館子育てひろば
☎９９５－３０３５
やしお生涯楽習館

月・水・木・金曜日　午前１０時～午後３時
▼身体測定＝６日㈬　午前１０時～、午後１時
～▼栄養相談＝７日㈭　午前１１時～▼クリ
スマス飾りづくり＝２１日㈭　午前１０時４５分
～　定１５組（当日先着順）

●ファミリー・サポート・センター
日月～土曜日（祝日を除く）
午前９時３０分～午後４時３０分
対生後おおむね６カ月から小学校６年
生までのお子さんがいる方
◆入会説明会
日１日㈮・１６日㈯　午後１時～２時
対お子さんの援助を希望する方、援
助ができる方
◆提供会員講習会
日１日㈮　午後２時～４時
対援助ができる方
問☎９５１－０３１２

●ホームスタート（訪問型支援）
日月～金曜日　午前１０時～午後４時
対就学前の子育て親子
問☎９５１－０２６９

●駅前子どもの相談窓口（保育士相
談）
日５日㈫　午前１０時～１１時３０分
対おおむね３歳未満のお子さんと保
護者
問☎９５１－０２８５

問だいばら児童館☎９９９－０３２１やしお子育てほっとステーション（所在地：大瀬６－４－１）
開催場所 開催日 開催時間

①キッズスペース（市役所内）月～金曜日（祝日を除く）午前１０時～午後４時
②りらーと八幡研修室１ １日･１５日･２９日（各金曜日）

午後２時～ ５時

③りらーと八幡研修室２ ７日㈭･２１日㈭
④やしお生涯楽習館
　多目的ホール ６日･２０日･２７日（各水曜日）

⑤メセナ・アネックス
　多目的ホールＣ ２８日㈭

⑥資料館会議室・学習室 ８日㈮・１４㈭
３０日㈯ 午前１０時～正午

午後１時～ ４時⑦りらーと八條会議室２ ２日㈯
２２日㈮ 午後２時～ ５時

※①は主に就学前のお子さんを対象

はちじょう子育てひろば
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ＨＯＴＨＯＴ
市役所の電話

996-2111
HOTコーナーに掲載の情報について詳しくは、市ホームページを
ご覧になるか、お問い合わせください。コーナーコーナー

おしらせおしらせ FAX

995-7367

市県民税の第３期、後期高齢者医療保険料の第４期、
国民健康保険税・介護保険料の各第５期 　納期限：１０月３１日納期限のお知らせ

公平委員の選任 問公平委員会☎線２９４

狩
か の う

野　稔
みのる

　氏� （任期　１０月１日～令和１０年９月３０日）
金
かね

内
うち

　隆
たか

政
まさ

　氏� （任期　１０月１日～令和１０年９月３０日）
山
やま

田
だ

　千
ち

香
か

子
こ

　氏� （任期　１０月１日～令和１０年９月３０日）

個人情報を守るために個人情報を守るために
本人通知制度へ登録しましょう本人通知制度へ登録しましょう

問市民課☎線２１３

　本人通知制度とは、本人の代理人または第三者に戸籍謄本や
住民票の写し（本籍記載のもの）などを交付したときに、登録
者本人にその事実を通知する制度です。
　不正請求の抑止、不正取得の早期発見のために登録しましょう。

登録できる方
市の住民基本台帳または戸籍に記載されている方
通知の対象になる証明書
・住民票の写し（本籍の記載があるもの）
・住民票記載事項証明書（本籍の記載があるもの）
・戸籍謄抄本（除籍を含む）
・戸籍の附票の写し（本籍の記載があるもの）
通知する内容
・交付年月日
・交付した証明書の種類・通数
・交付請求者の種別（代理人、第三者）
※請求者の氏名・住所は通知しません。
登録手続き
　申請書（市民課、駅前出張所または市ホームページで入手）、
窓口に来庁する方の本人確認書類（運転免許証など）および委
任状（代理の方のみ）をお持ちのうえ、市民課または駅前出張
所へ（郵送による申請も可能）

固定資産評価審査委員会委員の選任 問納税課☎線２９３

氏
うじ

森
もり

　政
まさ

利
とし

　氏� （任期　９月３０日～令和９年９月２９日）

農業委員会委員の任命 問農業委員会事務局☎線２８６

篠
しの

木
き

　秀
ひで

彦
ひこ

　氏� （任期　９月２５日～令和８年８月２３日）

ご長寿おめでとうございますご長寿おめでとうございます

令和６年度１００歳を迎える５人の方に、長寿のお祝いをしました。
問長寿介護課☎線４４７

※同意いただいた方のみ５０音順で掲載しています。

浅
あさ

井
い

　甲
こう

子
こ

　さん
川
かわ

島
しま

　節
せつ

子
こ
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ストップ！滞納　市民税・県民税ストップ！滞納　市民税・県民税

　多くの市民が市税を期限内に納付しています。
　また、県と県内全市町村では、「ストップ！滞納」を合言葉に、
徴収を強化しています。

　市では、１０月から１２月までを滞納整理強化期
間として定めています。未納の方は、早急に納
付してください。なお、特別な事情により納付
困難な場合は、納税課までご相談ください。

問納税課☎線３３０

案内案内
駅前出張所および八潮
メセナ・アネックスの
外壁工事

　１１月から１２月の期間、外壁工
事を予定していますが、施設は
通常どおり利用できます。
　なお、工事期間中は施設内で
音やにおい、振動が発生する場
合があります。ご了承ください。
問駅前出張所☎９９９－０８４０、
八潮メセナ☎９９８－２５００

パスポート交 付 手 数 料 
キャッシュレス方法の拡充
　パスポート交付に必要な県手
数料のキャッシュレス決済で利
用可能なクレジットカードのブ
ランドが拡充されました。

新たに追加されたブランド
ＪＣＢ・Ａｍｅｒｉｃａｎ Ｅｘｐｒｅｓｓ・Ｄ
ｉｎｅｒｓ Ｃｌｕｂ
問パスポートコーナー（駅前出
張所内）☎９３２－８０１０

路上喫煙禁止区域の指定
　八潮駅周辺を路上喫煙禁止区
域に指定しています。この区域
では、指定喫煙所以外で喫煙す
ることはできません。
　市では、八潮駅前交番裏にコ
ンテナ型の指定喫煙所を設置し
ていますので、喫煙は指定喫煙
所でお願いします。
問環境リサイクル課☎線２３４

市有地貸付
　市有地を一般競争入札により
貸し付けします。
場大原４４４番外
内２，３６１㎡　第一種中高層住居
専用地域

申１０月２５日までに、入札参加申
込書（アセットマネジメント推
進課または市ホームページで入
手）をアセットマネジメント推
進課窓口（☎線４７０）へ　

空家等の実態調査
　１１月末までの期間、市内の空
家等の実態調査を実施します。
調査員が空家等と思われる建築
物の外観を確認し、調査を行い
ます。状況について近隣の方に
お話を伺うこともありますので、
ご理解、ご協力をお願いします。
問都市計画課☎線３４６

長期優良住宅維持保全
状況等調査

対長期優良住宅として認定を受
け、工事完了から５年、１０年を
経過した住宅
報告期限　１１月８日㈮
※１０月中に調査対象住宅の所有
者あてに郵送で通知します。
問開発建築課☎線４６８

北部地区のまちづくり
　１０月２７日のやしお市民まつり
で、（仮称）道の駅やしおに関
するアンケートを実施します。
アンケート結果は、今後の参考
とさせていただきますので、ご
協力をお願いします。
　また、八潮夜市で実施した同
アンケート結果については、市
ホームページをご覧ください。
問北部拠点整備課☎線２７２

八潮南部東地区の事業
計画変更案の縦覧
日１０月２５日㈮～１１月７日㈭
※土・日曜日、祝日も実施
場区画整理課
意見書の提出
対利害関係のある方
申１１月２１日（消印有効）までに、
郵送で県市街地整備課（〒３３０
－９３０１さいたま市浦和区高砂３
－１５－１）へ
問区画整理課☎線４０４


